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令和６年度

特定非営利活動法人わごころ

特定非営利活動に係る
事業報告書

（２０２４年４月１日～２０２５年３月３１日）


１．　法人運営
1 理事会
　第６８回　令和６年６月９日
審議事項
（１）第１号議案　令和５年度事業報告及び収支決算の件
（２）第２号議案　令和６年度事業計画及び活動予算の件
（３）第３号議案　議事録署名人について
　
第６７回　令和６年６月２８日
審議事項
（１）第１号議案　契約の締結について
（２）第２号議案　議事録署名人について

2 総　会
第１８回　令和６年６月９日
審議事項
（１）第１号議案　令和５年度事業報告及び収支決算の件
（２）第２号議案　令和６年度事業計画及び活動予算の件
（３）第３号議案　監事辞任・選任の件

3 監　査
令和６年５月３１日　令和６年度事業報告及び収支決算の件

２．基本方針
令和６年度事業の執行は、「令和６年度事業計画書」に基づき、行政・福祉団体の協力を得ながら総合的に取り組む体制を整え、法人の目的である「すべての人々が健やかで楽しく安心して暮らせる地域社会づくりと福祉の増進に寄与すること」に努めてまいりました。
令和６年度総合事業収支計画書の収益は３億９００万円目標とし計画していたが、今年度は、それを上回る３億１千９００万円となり、１千万円上回る収益を達成できましたが、地域で放課後等デイ、児童発達支援の事業所が閉鎖することを受けて、９月に放課後等デイ、１１月に児童発達支援を開業することとし、当初の居抜き交渉が頓挫したことで、予想していた利用者の確保が出来ず、大きな損益となってしまいましたが、来年度は黒字になる見通しが立っております。
少子高齢化に対応するために、今年度も共生型施設の助成金取得に挑戦致しましたが、結果は残念ながら落選となりました。来年度は、規模を縮小して申請を行い、落選しても国の補助金や企業の助成金を活用して施設を建築することを目指します。尚、今年度は寄付に係る助成金を申請し、採択されたので、今後は認定NPOを目指し、定期的な寄付を頂ける団体を目指します。本部事務局は引き続き助成金、補助金の申請を行い、採択を貰えるよう調査、申請していきます。
広報活動を強化する為、ブランディング戦略に取り組み、ホームページを改版しました。以前より直接の求人応募当が増えてきております。今後も求人で人が集まるようにブログの活用をしていきます。又、さらなる閲覧を増やすために、YouTubeで法人紹介や教育動画アップを目指しておりましたが、来年度の課題と致します。
今年度も実習生を社会福祉士４人、介護支援専門員２人の受け入れしております。ありがたいことに年々増加してきていますので、採用に繋がるよう今後は、看護師や介護福祉士の受け入れを検討していきます。
関連法の改正に伴い、法人委員会を９部門（法令遵守、教育・接遇、個人情報管理、苦情・要望・事故、ハラスメント、業務継続計画（ＢＣＰ）、感染症、虐待・身体拘束、広報）と増やし、年１回の各委員会の開催をしております。各事業所から社員が参加しておりますが、その活動に関しての情報が現場に降りていかないので、今年はここを強化していきます。
　
３．事業の成果
1 　わごころケアセンター（訪問）
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業及び地域生活支援事業は、サ責６名、正職員５名、パート１９名職員で業務遂行しました。
[bookmark: _Hlk104454858]昨年度より収益は減少しましたが、今後は、障害の利用者に対応できる職員の教育と同行援護の資格取得者（３名）を増やし、利用者を増加していきます。
尚、曜日固定の障害サービスの利用者だけでなく、不定期な通院や外出する支援に対応できるように仕組み作りを構築して参ります。
[bookmark: _Hlk104455046]来年度においては、登録喀痰吸引等事業者（登録特定行為事業者）維持、向上できるように、社員より（１～３名）の資格取得を支援致します。

②・⑦　わごころ総合相談支援センター（相談）
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく一般相談支援事業及び特定相談支援事業は、正職員２名、パート２名で業務遂行し、売上は微増しました。相談支援専門員連絡会への参加や、行政と顔のみえる関係作りが構築され、知名度の向上が出来ました。管理者が現場に入り生産性の向上とシステム構築をしたことで、使用ソフトの変更、モニタリングの仕方が改善されました。今後は、週１回の会議開催し知識を高め、幅広い利用者の対応が出来るようになることと、強化型事業所を目指し、赤字体質からの脱却に取り組みます。
　来年度は、理事の選任と放課後デイと兼務できる職員１名の増員を予定致します。

2 ・④　わごころケアセンター（通所）
介護保険法に基づく居宅サービス事業（地域密着型通所介護）及び総合事業による（通所型サービス）「わごころケアセンター（通所）」は、正職員3名、パート１2名で利用者されている方への健康管理、機能訓練、認知症進行の防止に努め、在宅継続できるよう業務遂行しました。
昨年度より、３００万円増加しており、令和以降では最高売上となりました。
ケアマネジャーや家族との連絡を密に取り、利用者の理解を深め、個別機能訓練加算、口腔機能向上加算、ＡＤＬ維持加算等が反映された計画書とプログラムの実施を継続的に取り組みました。
又、栄養改善加算等管理栄養士が勤務することでの加算取得も継続しております。
今年度は社員の比率とパートの比率を調整し、安定した利用者確保ができるよう営業を行うことで収支の改善が出来ました。
地域交流活動としては、年２回の運営推進会議の開催を致しました。天王台祭りに関しては、開催時期の変更もあり、見合わせております。

3 ・④　わごころケアセンター（訪問）
[bookmark: _Hlk104455411]介護保険法に基づく居宅サービス事業（訪問介護）及び総合事業による（訪問型サービス）「わごころケアセンター（訪問）」は、サ責６名、正職員５名、パート１９名業務遂行しました。
　サ責の人員や職員が減少したことで、昨年度２９０万円の収益から今年度はおおよそ５３８万円減収しているので、業務改善していきます。地域に近い人材や職員紹介の採用をし、定着できるよう教育して参ります。
　対面での会議やカンファレンスからラインビデオやズーム等ＩＣＴ化を活用して利用者の情報共有と教育を同時に平行していきます。
　訪問介護の職員比率は、社員１対パート２を目指すことが収支の改善となるので、今年度もパート職員の増員を目指していきます。

4 　わごころ総合相談支援センター（居宅）
介護保険法に基づく居宅介護支援事業「わごころ総合相談支援センター」は、より多くの高齢者の居宅介護支援を行えるよう、正職員８名、パート９名で業務遂行しました。当法人から介護支援専門員が研修を職務に就きました。今後は、人数が増えたので柏市や取手市や利根町をサービス提供地域として拡大して提供していきます。
ＩＣＴ化を推進する為、携帯可能なWindows１１のパソコンに入れ替えを行い、音声入力で業務が可能となりました。又、継続してビジネスホン（スマビジ）を活用しており、多くの職員が何処にいてもオンタイムで電話の対応が可能となりました。今後は更にペーパーレスを推進するため、gmailを活用してFAXを減らしていきます。又、ＺＯＯＭの活用により在宅勤務（テレワーク）でも会議の参加ができる体制整備し、働き方改革を推進しております。
尚、特定事業所加算Ⅱの取得要件でもある介護支援専門員の資質向上を図る為、他法人と協働で行う介護支援専門員事例検討会（年２回以上）ＺＯＯＭで開催しております。

5 ・⑥　わごころケアセンター（訪看）
介護保険法に基づく居宅サービス事業（訪問看護）及び健康保険法による「わごころケアセンター（看護）」は、令和３年３月１日に開設し、３年を過ぎました。職員は常勤、非常勤を合わせて、看護師（正職員４名、パート７名）理学療法士（２名）言語聴覚士（１名）作業療法士（1名）事務職員（１名）の合計１６名で業務遂行しました。近隣で訪問看護の開設が増えた状況の中で、医療機関や居宅介護支援事業所から信頼を得られる事業所となれるよう人員を随時増員しながら取り組んでいきます。
昨年度は１６０万円、今年度は１９０万円と損失が３年以上続いているので、業務改善が必要です。サービス提供体制強化加算（Ⅱ）や看護体制強化加算（Ⅱ）の取得を目指し、今年度は、収益改善を目指して参ります。
　又、オンコールが出来る看護師を１名とパート２名に増やすことで、介護保険主体から医療保険と精神看護の利用者も増やせる体制整備に取り組んでいきます。

⑦　わごころケアセンター（児童）
児童福祉法に基づく障害児通所支援事業は、正社員３名パート３名で業務遂行しました。令和６年９月１日に放課後等デイサービス、令和６年１１月に児童発達支援を開設致しました。職員含めて居抜きする予定が、利用者４名からの開始となり、今年度は、損失となりましたが、新規児童は４月から開始することが多いので、４月以降は改善している。尚、収益は児童発達が高いので、今後はそちらの事業と医ケア児の対応がこの事業の大事な面である。今後は、個別サポート加算や専門職加算の開始や学校との連携加算を取得し、収益事業へ転換していく。

⑧　わごころチャイルドケアガーデン（企業主導型保育事業）は、Ｍ＆Ａを検討。

⑨　介護保険法に基づく人材育成のための養成研修事業及び介護・福祉に従事する介護員等の教育・研修及び養成事業（わごころ福祉研修センター）は、に転居後に開業予定。

⑩　市民活動みんなの輪
介護援助、家事援助、院内介助等在宅福祉サービスに関する事業及び在宅、医療、福祉施設に対するボランティア派遣事業は、「市民活動みんなの輪」は専任の委託コーディネータを配置し活動致しました。又、地域の中で支援を必要とする高齢者・障害者等を対象に有償、無償ボランティア活動による介護援助、家事援助、院内介助等在宅福祉サービス、外出援助に向けた活動を致しました。地域包括や地域の活動拠点への働きかけを行い、福祉向上策を啓発することで地域に密着した活動を実施致しました。ゴミ焼却の値段高騰や市民以外のごみの受け入れが厳しくなっているので、草刈りやゴミ屋敷の掃除等が現状難しくなってきている。

⑪　行政の福祉関連に関する受託事業及び学校教育関係、他機関、他の市民団体との連携事業は、コミュニティカフェとして、毎月、子ども食堂、こどもの学習支援、ケアカフェ、オレンジカフェを地域住民、福祉医療の専門職を対象に実施予定でしたが、新型コロナウィルス感染防止の為、今年度も休止しました。事務所移転後に予定。
今年度も我孫子市より生活支援体制整備事業の委員に推薦され、委員長を再任致しました。又、あびこ市民活動ネットワーク（ＡＣＮＷ）の幹事として市民活動の普及に努めております。　　　
我孫子市こども食堂ネットワークや学習支援の役員や幹事は当面休止しております。尚、社会福祉協議会の役員も再度の推薦を頂き、継続しております。
昨年度より、成年後見制度利用促進検討委員会に推薦され継続しております。


５．　事業の実施に関する事項（特定非営利活動に係る事業）
	
事　業　名
	
事　業　内　容
	実施日時
	実施場所
	従事者の人数
	受益対象者の範囲及び実績人数
	事業費の金額（千円）

	①障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業及び地域生活支援事業
	障害訪問介護


利用料収入
	通年
	利用者宅
	30人
	69人
	2,015

0

	②障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく一般相談支援事業及び特定相談支援事業
	一般相談支援事業及び特定相談支援事業
	通年
	利用者宅及び
事務所
	4人

	障害　
79名
児童　
41人
	3,307


	③④介護保険法に基づく居宅サービス事業及び地域密着型サービス事業
	地域密着通所介護


利用料収入
	週6回
通年
	市内
	15人
	要介護者
29人
要支援者
　　  4人
	38,419


2,143

	③④介護保険法に基づく居宅サービス事業及び地域密着型サービス事業
	訪問介護


利用料収入
	通年
	事業所
	30人
	要介護者　
　　　　200人
要支援者
　　　　88人
	70,325


1,355

	⑤介護保険法に基づく居宅介護支援事業及び介護予防支援事業
	居宅介護支援
（ケアプラン作成）
地域包括支援センター
	通年
	利用者宅及び
事務所
	17人
	要介護者
842人
要支援者
　196人

	112,208



	③④介護保険法に基づく居宅サービス事業及び介護予防支援事業
	訪問看護（介）

利用料収入

	通年
	利用者宅
	15人
	要介護者
90人
要支援者
　　10人
	40,494

1,262

	⑥健康保険法に基づく訪問看護事業
	訪問看護（医）
	通年
	利用者宅
	15人
	15人
	16,038

	⑦児童福祉法に基づく障害児通所支援事業及び障害児相談支援事業
	放課後デイ
	通年
	県内
	5人
	10人
	4,705

	⑧企業主導型保育園事業
	
	通年
	県内
	30人
	20人
	0

	⑨介護保険法に基づく人材育成のための養成研修事業及び介護・福祉に従事する介護員等の教育・研修及び養成事業
	初任者研修施設
実務者研修施設
	通年
	県内
	2人
	0人
	0

	⑩介護援助、家事援助、院内介助等在宅福祉サービスに関する事業及び在宅、医療、福祉施設に対するボランティア派遣事業
	高齢者の食事、洗濯、掃除、買い物、通院、外出支援、その他の支援
在宅、医療、福祉施設へのボランティアの派遣
	随時
	利用者宅及び医療機関、外出先
	22人
	利用者
　　　  72人
受入れ件数
　　　 712件
	3,635

	⑪行政の福祉関連に関する受託事業及び学校教育関係との連携事業
他機関及び他の市民団体関連事業との連携事業
	行政からの受託事業、及び学生の施設見学、体験学習等の受入れ、出張講義等
ＡＣＮＷ、その他ＮＰＯ、市民団体、自治会等との連携
	通年



随時
	市内
	３人
	市民活動
ネットワーク
我孫子市社会福祉協議会
	0

	⑫その他、この法人の目的を達するために必要な事業
	情報収集による必要な新規事業開拓の調査・研究を行う
	通年
	事務所
	１人
	0
	0





５．実施済みの事業（定款上の事業）

①　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス　事業及び地域生活支援事業
②　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく一般相談支援事業及び特定相談支援事業
③　介護保険法に基づく介護予防・日常生活支援総合事業
④　介護保険法に基づく居宅サービス事業及び地域密着型サービス事業
⑤　介護保険法に基づく居宅介護支援事業及び介護予防支援事業
⑥　健康保険法に基づく訪問看護事業
⑦　児童福祉法に基づく障害児通所支援事業及び障害児相談支援事業
⑩　介護援助、家事援助、院内介助等在宅福祉サービスに関する事業及び在宅、医療、福祉施設に
対するボランティア派遣事業
⑪　行政の福祉関連に関する受託事業及び学校教育関係との連携事業、他機関及び他の市民団体
関連事業との連携事業

未実施の事業（定款上の事業）

⑧　企業主導型保育園事業
⑨　介護保険法に基づく人材育成のための養成研修事業及び介護・福祉に従事する介護員等の教育・研修及び養成事業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和７年５月３１日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　特定非営利活動法人　わごころ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理事長　　吉田　充
